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新型コロナウイルス感染防止に伴う学校臨時休校及び登校日（５月７日）ついて 

 

 明日から５月、本来ならばこの鎮西町も多くの観光客が訪れ賑わうところですが、今年はそうはいきま

せん。皆さまもご存知のように新型コロナウイルス感染防止のために「非常事態宣言」がまだ継続されて

いる状況です。引き続き「外出自粛」に努めたいと思います。それに伴い、先日、はなまるメールにてお

知らせしたように、市教育委員会より臨時休校を５月１０日まで延長するという趣旨の通知が来ました。

登校日については、各学校長判断に委ねることも書かれていました。そこで海青中校区の４校校長で話し

合いを持ち、海青中・打上小・名護屋小では、５月７日に、児童の健康と安全、感染拡大防止を考慮した

した上での登校日を設けることとしました。下記のとおり対応いたします。保護者の皆さまにおかれまし

ては、ご理解いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

※ 現時点での予定であり、状況の変化に応じて変更することがあります 

 

１ 臨時休校延長期間と登校日について 

 ○ 令和２年５月７日（木）～令和２年５月１０日（日） 

 ○ 登校日：令和２年５月７日（木）登校時刻（８時１５分） 下校時刻（９時２０分） 

   

２ 登校日（５月７日）の予定 

 ① ８：１５～８：２０ 登校児童確認・健康観察・今日の活動説明 

 ② 持ってくるもの 

  ・図書室の本 ・健康チェック表 ・マスク（必ずつけて登校、なければ学校で配布） 

  ・宿題 ・上靴 

 ③ ８：２０～９：００ グループ別活動 

   ８：２０～８：４５ ８：４５～９：１０ 

グループ① 教室で学級指導（家庭学習の確認・臨時休校

中の過ごし方） 

図書室利用（貸出）・外遊び・健康指導等 

グループ② 図書室利用（貸出）・外遊び・健康指導等 教室で学級指導（家庭学習の確認・臨時休校

中の過ごし方） 

※ 密集、換気等を考慮し、各学年を２つのグループに分けて活動します。 

※ 今回は、外で活動する際も、マスクを着用します。 

※ アルコール消毒、手洗い、うがいを徹底します。 

※ 風邪の症状、微熱、だるさや息苦しさがある場合は、登校を控えるようにお願いします。 

※ 感染防止のために登校しない場合には、学校へ連絡をお願いします。 

 ④ ９：２０ 児童下校 

 

３ 学校行事について 

 ○ ５年生田植え：実施が難しく、酒井さんにお願いしました。 

 

４ 学級費集金について 

 本来なら、学級懇談会で今年度の集金について説明するところですが、臨時休校のため実施することが

できませんでした。５月７日の登校日に学級費の集金予定について各学級よりプリントを配付します。今



年度より学級費の集金日を第１水曜日に予定していますが、しばらくは固定することが難しい状況です。

臨時休校が延長されれば５・６月分をまとめて集金する場合も考えられます。ご家庭には多大なご迷惑を

おかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。 

５ 臨時休校中の過ごし方について 

 ○ 感染拡大防止のための臨時休校です。 

・ 大人数で密閉された空間に集まったり、大人数が集まる場所に長時間滞在したりすることは避け

てください。 

・ 手洗いに努めさせてください。 

・ 風邪の症状や発熱、強いだるさや息苦しさのある場合は、必ず学校に知らせさせてください。 

・ 上級生は、自ら学ぶ力をつけるために、家庭学習の内容については、宿題を基本としながら、自

分で考え、取り組ませてください。読書にも大いに取り組みましょう。 

・ 生活のリズムを崩さないように、規則正しい生活に努めてさせてください。 

  ・ 原則自宅待機となっていますので、日中の不要な行動は控えさせてください。 

 

６ 今後の対応について 

 〇 ５月１１日以降の対応について、現段階では未定です。分かり次第「はなまるメール」「学校ホーム

ページ」にてお知らせします。毎日確認していただけると有難いです。 

○ ５月７日の登校日に、臨時休校延長にも対応できるように、プリント等を配付します。 

○ 家庭で過ごす子どもたち、そして家族の皆さんにインターネットを通して様々なサイトが立ち上げ

られています。ホームページ「学校便り」に記載していますので、ご利用ください。 


